
 

議案第１６号 

 

 

   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる 

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例 

 

 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のように制

定する。 

 

 

     平成２５年１月３０日提出 

 

          小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う障害者自立支援法の改正により、規定の整備を

行う必要があるため、本案を提出するものであります。 



 

   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる 

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例 

 

 （特別職の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第３中「障害程度区分判定審査会」を「障害支援区分判定審査会」に改める。 

 （小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改

正） 

第２条 小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４３年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に、「同条第６項」を「同条第７項」に改める。 

第３条 小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

 （小金井市障害程度区分判定審査会条例の一部改正） 

第４条 小金井市障害程度区分判定審査会条例（平成１８年条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

第５条 小金井市障害程度区分判定審査会条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    小金井市障害支援区分判定審査会条例 

第１条中「小金井市障害程度区分判定審査会」を「小金井市障害支援区分判定審

査会」に改める。 

 （小金井市障害者福祉センター条例の一部改正） 

第６条 小金井市障害者福祉センター条例（平成５年条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第４条第１号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」に改める。 



 

第７条 小金井市障害者福祉センター条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第３号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。 

 （小金井市国民健康保険条例の一部改正） 

第８条 小金井市国民健康保険条例（昭和３９年条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

  第８条第２項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に、「第１条第３号」を「第１条

の２第３号」に改める。 

 

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１条、第３条、第５条

及び第７条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第１６号資料 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関 

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例新旧対照表 

 

特別職の給与に関する条例（第１条関係） 

  

改正条例 現行条例 備考 

別表第３（第２条関係） 

 報酬額表  

職名 支給区分 報酬額 備考 

省略 

障害支援区分判定

審査会 
省略 

省略 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、（中略）ただし、第１条、第３条、第５条及び第７

条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

別表第３（第２条関係） 

 報酬額表  

職名 支給区分 報酬額 備考 

省略 

障害程度区分判定

審査会 
省略 

省略 
 

 

 

 

 

規定の整備 

 

 

 

小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（第２条関係） 

改正条例 現行条例 備考 



 2 

 

（介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を 

有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき

事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受

けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費

用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、その入院し、又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。 

⑴ 省略 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定す

る障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）

に入所している場合（同条第７項に規定する生活介護（次号

において「生活介護」という。）を受けている場合に限る。） 

⑶ 省略 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を

有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき

事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受

けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費

用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、その入院し、又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。 

⑴ 省略 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１２項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支

援施設」という。）に入所している場合（同条第６項に規定

する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受け

ている場合に限る。） 

⑶ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定の整備 

 

同上 

 

小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（第３条関係） 

改正条例 現行条例 備考 
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（介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を 

有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき

事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受

けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費

用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、その入院し、又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。 

⑴ 省略 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため 

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定

する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規定する生活介護

（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に

限る。） 

⑶ 省略 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、（中略）ただし、第１条、第３条、第５条及び第７

条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

（介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を

有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき

事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護

を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受

けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費

用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、その入院し、又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。 

⑴ 省略 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定

する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規定する生活介護

（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に

限る。） 

⑶ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定の整備 
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小金井市障害程度区分判定審査会条例（第４条関係） 

改正条例 現行条例 備考 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１５条の規定に基づき、小金井市障害程度区分判定審査会（以

下「判定審査会」という。）を置く。 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（設置） 

第１条 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下

「法」という。）第１５条の規定に基づき、小金井市障害程度

区分判定審査会（以下「判定審査会」という。）を置く。 

 

 

規定の整備 

 

 

小金井市障害程度区分判定審査会条例（第５条関係） 

  

改正条例 現行条例 備考 

  小金井市障害支援区分判定審査会条例 

 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた 

めの法律（（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１５条の規定に基づき、小金井市障害支援区分判定審査会（以

下「判定審査会」という。）を置く。 

  小金井市障害程度区分判定審査会条例 

 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１５条の規定に基づき、小金井市障害程度区分判定審査会

（以下「判定審査会」という。）を置く。 

規定の整備 

 

 

 

 

同上 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、（中略）ただし、第１条、第３条、第５条及び第７

条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 
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小金井市障害者福祉センター条例（第６条関係） 

 

  小金井市障害者福祉センター条例（第７条関係） 

改正条例 現行条例 備考 

（事業） 

第４条 障害者福祉センターは、次の事業を行う。 

⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５

条第７項の生活介護に関すること。 

 

 

 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（事業） 

第４条 障害者福祉センターは、次の事業を行う。 

⑴ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）第５条第７項の生活介護に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定の整備 

 

 

 

改正条例 現行条例 備考 

（事業） 

第４条 障害者福祉センターは、次の事業を行う。 

⑴  

⑵  

⑶ 法第５条第１２項の自立訓練に関すること。 

 

 

 

（事業） 

第４条 障害者福祉センターは、次の事業を行う。 

⑴  

⑵  

⑶ 法第５条第１３項の自立訓練に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

規定の整備 

⑵
～
⑼ 

省略 

⑵
～
⑼ 

省略 

⑷
～
⑼ 

省略 

⑷
～
⑼ 

省略 

省略 省略 



 6 

 

 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、（中略）ただし、第１条、第３条、第５条及び第７

条の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市国民健康保険条例（第８条関係） 

  

改正条例 現行条例 備考 

（結核・精神医療給付金） 

第８条 省略 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５８条の指定自立支援医療（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０

号。以下「支援法施行令」という。）第１条の２第３号に規定

する精神通院医療に限る。）に関する給付を受ける場合であつ

て、支援法施行令第３５条第１項第３号又は第４号に該当する

者である場合に支給する。 

 

 

 

（結核・精神医療給付金） 

第８条 省略 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立支援法（平成１７

年法律第１２３号）第５８条の指定自立支援医療（障害者自立

支援法施行令（平成１８年政令第１０号。以下「支援法施行令」

という。）第１条第３号に規定する精神通院医療に限る。）に

関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第３５条第１

項第３号又は第４号に該当する者である場合に支給する。 

 

 

 

 

 

 

規定の整備 

 

   付 則（抄） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

  

３
～
６ 

省略 

３
～
６ 

省略 


